
令 和 ７ 年
３月31日
（月曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
学
事
文
書
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

私
立
学
校
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
学
事
文
書
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
障
害
者
支
援
課
）

一

…
…
…
…

家
畜
取
引
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

山
口
県
消
防
表
彰
規
程
の
一
部
改
正
（
消
防
保
安
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
関
連
物
資
等
の
買
占
め
及
び
売
惜
し
み
に
対
す
る
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
証
明
書

の
様
式
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
県
民
生
活
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
教
委
規
則

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
八
号

学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
教
育
法
施
行
細
則
（
平
成
十
三
年
山
口
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
第
二
号
様
式
中
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑
又
は
禁
錮

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

私
立
学
校
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
九
号

私
立
学
校
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

私
立
学
校
法
施
行
細
則
（
平
成
十
三
年
山
口
県
規
則
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
第
二
号
様
式
中
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑
又
は
禁
錮

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
五
十
号

山
口
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
規
則
第
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
八
号
様
式
の
⟹裏
の
⚕
の
⑵
中
「懲

役
又
は
禁
錮 こ

の
刑

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

家
畜
取
引
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政
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山
口
県
規
則
第
五
十
一
号

家
畜
取
引
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

家
畜
取
引
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
規
則
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「
取
消
」
を
「
取
消
し
」
に
、
「
禁
錮こ

」
を
「
拘
禁
刑
若
し
く
は
禁
錮
」
に
、

「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「
取
消
」
を
「
取
消
し
」
に
、
「
禁
錮こ

」
を
「
拘
禁
刑
若
し
く
は
禁
錮
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
百
二
十
号

山
口
県
消
防
表
彰
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
告
示
第
二
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

第
五
条
第
一
項
中
「
並
び
に
実
地
を
調
査
」
を
削
る
。

第
八
条
中
「
禁
錮こ

」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
改
正
規
定
は
、
同

年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
告
示
第
百
二
十
一
号

生
活
関
連
物
資
等
の
買
占
め
及
び
売
惜
し
み
に
対
す
る
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
証
明

書
の
様
式
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
九
年
山
口
県
告
示
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

様
式
の
⟹裏
中
「懲

役

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

教
育
委
員
会

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
（
平
成
元
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑
又
は
禁
錮

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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